
岩手県教育委員会訓令第４号 

県立学校  

１ 平成27年３月31日に現に主任用務員を命ぜられている職員で別に辞令を発せられないものは、平成27年４月１日付けをもって

主任学校技術員を命ぜられたものとする。 

２ 平成27年３月31日に現に用務員を命ぜられている職員で別に辞令を発せられないものは、平成27年４月１日付けをもって学校

技術員を命ぜられたものとする。 

  平成27年３月27日 

                                            岩手県教育委員会       

                                              委員長 八重樫   勝  
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